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追 補 と 訂 正

布 川 事 件 委 員 会

布 川 事 件 弁 護 団

「冤罪と闘った４４年 再審布川事件の記録」の校了後の２０１２年６月１５日、水

戸地方裁判所土浦支部は無罪費用補償の決定をしました。この決定について、第５部第４

節「補償請求」の「２ 無罪費用補償請求について」の末尾（２８２頁５行目）に以下の

「第１ 追補」記載の文章を加えます。

あわせて裏面のとおり、記録冊子のうち「第２ 訂正一覧表」に記載の箇所について訂

正します。

第１ 追補
、 。 、２０１２年６月１５日 水戸地方裁判所土浦支部は無罪費用補償決定をした 決定は

「本件強盗殺人が本件有罪部分と併合審理されていたことを勘案しても、その各事実の

内容や一連の審理の経過等に鑑み、別紙１『計算内訳書』記載の費用は、全て本件強盗

。」 、 、殺人に係る裁判に要した費用と認めるのが相当である として 刑事補償決定と同様

旅費、日当、報酬について全て強盗殺人に係る裁判に要した費用と認めた。また 「本、

件再審公判に先立つ各再審請求手続において、請求人両名の各弁護人であった者らが、

証人尋問期日等への出頭に要した費用や鑑定等の種々の弁護活動に要した費用について

は、それ自体が補償の対象となるものではないものの、本件がそうした長期にわたる広

汎な弁護活動の結果、再審開始決定に至った事案であり、そうした弁護活動により収集

された証拠が本件再審公判における審理に実質的に利用されていること等の事情を考慮

し、本件再審公判において請求人両名の各弁護人であった者らの報酬につきその相当額

を算定するに際し、相当と認める限度でこれを参酌した 」としたが、櫻井さん、杉山。

さんのそれぞれに対し認められた「再審公判の弁護人報酬額」は、決定の認容額の９０

％前後を占めており、足利事件の決定に続き、無罪の費用補償にあたり再審請求審段階

の弁護活動を参酌する決定を得ることができた。しかし、再審請求審段階での弁護活動

の比重が極めて大きくなっていることを考えると、再審事件の無罪費用補償決定におい

ては、その実情が反映されるようにさらに取組みがなされる必要がある。

櫻井さんと杉山さんは、日弁連が長年にわたり二人の支援のために多額の負担をして

くれていたことから、この決定に伴い支払われる補償分の大半を日弁連に寄付すること

を予定している。
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第２ 訂正一覧表

頁 訂正箇所 誤 正

Ⅷ （５）②２～３行目 供述調書の開示二人の自 供述調書の開示もしなかった。

白は 二人の自白は

Ⅹ ＳＴの項１行目 ８月２８日夜 ８月２５日夜

９ 下から１２行目 （写真７ 。 （写真７ ，） ）

２４ 下から１２行目 ガラス戸を下側を ガラス戸の下側を

８８ 最終行 混同したものある 混同したものである

９８ ５行目 認めるた経過 認めた経過

１０５ １０行目 乾燥しているのでの 乾燥しているので

１０５ 下から３行目 三澤意見書 三澤第２次意見書

１６８ ４行目 １２月２８日 １２月１８日

１８９ ９行目 文学部授 文学部教授

２０５ ７行目 ２００８年年 ２００８年

２１５ ６行目 その年の１２月中 ２００９年の１２月中

２２０ ３１行目 第５章第２節４（４） 第５章第３節３（４）

２６３ ４～５行目 誘導のとの 誘導との

３１１ 下から１０行目 ２号書面が作成されたが ２号書面が作成されたことが

３１５ ７行目 第３章３ 第３章第２節３

３２２ 下から１３行目 第３節 第５節３

３２５ ３行目 第２節第２項③ 第２節１（２）ウ

３２８ ２２行目 第４部第５章 第３部第５章

３４９ 下から３行目 井戸侃 井戸田侃

３９１ ０３．８．５の 足締め 足縛り

備考欄

３９１ ０３．８．２９の そのたの その他の

備考欄

３９１ ０３．１０．０７の 名所入り 名入り

備考欄

４００ 下から７行目 季刊刑事弁護」 季刊刑事弁護


